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市
町
村
の
避
難
勧
告
発
令
基
準
の
策
定
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

消
防
庁
は
、
去
る
一
月
二
十
八
日
、
全
国
の
市
町
村
を
対
象
と
す
る
避
難
勧
告
や
避
難
指
示
な
ど
の
具
体
的
な
発
令
基
準
の

策
定
状
況
を
発
表
し
た
。

国
民
・
地
域
住
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
こ
と
は
、
国
や
地
方
自
治
体
の
大
き
な
責
務
で
あ
る
。
先
般
の
ハ
イ
チ
大
地
震
を

は
じ
め
、
世
界
的
に
も
、
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
新
潟
県
中
越
沖
地
震
や
岩
手
・
宮
城
内
陸
地
震

な
ど
、
今
な
お
、
爪
跡
が
残
っ
て
い
る
。

今
年
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
十
五
年
を
迎
え
た
こ
と
か
ら
も
、
一
層
災
害
に
強
い
国
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り
が
重
要
と

考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

避
難
勧
告
や
避
難
指
示
を
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
出
す
た
め
、
国
は
、
平
成
十
七
年
三
月
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
、

市
町
村
に
対
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
を
促
し
た
が
、
現
在
の
策
定
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
都
道
府
県
別
や
水

害
・
土
砂
災
害
・
高
潮
災
害
の
三
分
野
別
で
は
ど
う
か
。

二

策
定
状
況
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
と
し
て
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
な
に
か
。

一



三

未
策
定
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
「
未
着
手
」
と
「
策
定
中
」
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
三
分
野
で
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

四

全
国
千
七
百
九
十
五
市
区
町
村
で
、
全
て
策
定
を
済
ま
せ
る
よ
う
、
具
体
的
に
い
つ
ま
で
に
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
国
は

策
定
を
促
し
て
い
く
の
か
。

五

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
の
経
済
」
と
鳩
山
首
相
、
鳩
山
内
閣
は
強
調
し
て
い
る
が
、
巷
で
は
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら

裏
金
へ
」
と
い
う
言
葉
が
、
は
や
り
始
め
て
い
る
と
い
う
。
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

は
必
要
な
し
と
、
鳩
山
内
閣
は
こ
れ
か
ら
も
そ
の
考
え
を
基
本
に
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


